
【判例ID】 28321928

【判示事項】 【事案概要】

東日本大震災と津波の影響で福島第一原発から放射性物質が放出され

た事故（本件事故）により福島県内から県外に避難をした一審原告ら

が、一審被告東電に対し、敷地高さを超える津波の発生等を予見しな

がら安全対策を怠ったと主張し、主位的に民法７０９条に基づき、予

備的に原賠法３条１項に基づき、一審被告国に対し、経済産業大臣が

被告東電に対し電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが

違法であると主張し、国賠法１条１項に基づき損害賠償を求めた件

で、一審原告らの予備的請求を一部認め一審被告東電に対し一部支払

を命じた原審を不服として一審原告の一部が控訴若しくは附帯控訴を

し、一審被告東電が控訴したところ、一部棄却し、又は、一部を認容

して原判決を取り消し又は変更した事例。

【裁判年月日等】 令和５年１２月２２日／東京高等裁判所／第１６民事部／判決／令和

１年（ネ）２２７１号／令和２年（ネ）２５２９号

【事件名】 福島第一原発事故損害賠償請求控訴事件（２２７１号）、附帯控訴事

件（２５２９号）

【裁判結果】 原判決一部変更、一部取消、控訴一部棄却（２２７１号）、原判決一

部変更、附帯控訴一部棄却（２５２９号）

【裁判官】 土田昭彦　大寄久　園部直子

【審級関連】 ＜第一審＞平成３１年３月１４日／千葉地方裁判所／民事第５部／判

決／平成２７年（ワ）１１４４号／28272192

【出典】 D1-Law.com判例体系

【重要度】 1

■28321928

東京高等裁判所

令和１年（ネ）第２２７１号／令和２年（ネ）第２５２９号

令和０５年１２月２２日

当事者の表示　別紙１当事者目録１ないし４記載のとおり（以下、同目録１記載の当事者を

「１審原告ら」と総称し（各１審原告を同目録１記載の番号により「１審原告番号１－１」の

ように表記し、各世帯を「世帯番号１」のように表記する。）、同目録２記載の当事者を「１

審被告Ｙ」といい、同目録３記載の当事者を「１審被告国」という。）

主文

１　１審原告番号１－１、同１－３、同１－４、同２－４、同２－５、同６－１、同６－３及

び同６－４の１審被告Ｙに対する控訴に基づいて、原判決主文１項ないし４項中、同１審原告

らに係る部分を次のとおり変更する。

（１） 同１審原告らの１審被告Ｙに対する主位的請求をいずれも棄却する。

（２） １審被告Ｙは、同１審原告らに対し、別紙２「認容額等一覧表」の同人らそれぞれに

対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで

年５分の割合による金員を支払え。

（３） 同１審原告らの１審被告Ｙに対するその余の予備的請求をいずれも棄却する。
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２　１審被告Ｙの控訴に基づき、原判決主文１項ないし４項中、１審原告番号２－１、同２－

２、同５－１、同５－２、同５－３及び同５－４に係る部分を次のとおり変更する。

（１）　同１審原告らの１審被告Ｙに対する主位的請求をいずれも棄却する。

（２）　１審被告Ｙは、同１審原告らに対し、別紙２「認容額等一覧表」の同人らそれぞれに

対応する「認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年

５分の割合による金員を支払え。

（３）　同１審原告らの１審被告Ｙに対するその余の予備的請求をいずれも棄却する。

３（１）　１審被告Ｙの控訴に基づき、原判決主文２項ないし４項中、１審原告番号２－３に

係る１審被告Ｙ敗訴部分を取り消す。

（２）　上記部分につき、１審原告番号２－３の１審被告Ｙに対する予備的請求を棄却する。

４　１審原告番号３の附帯控訴に基づき、原判決主文１項ないし４項中、同１審原告に係る部

分を次のとおり変更する。

（１）　同１審原告の１審被告Ｙに対する主位的請求を棄却する。

（２）　１審被告Ｙは、同１審原告に対し、別紙２「認容額等一覧表」の同人に対応する「認

容額」欄記載の金員及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合に

よる金員を支払え。

（３）　同１審原告の１審被告Ｙに対するその余の予備的請求を棄却する。

５　１審被告Ｙに対する１審原告番号２－１、同２－２、同２－３、同５－１、同５－２、同

５－３及び同５－４の各控訴、１審被告国に対する１審原告番号３及び同４を除く１審原告ら

の各控訴並びに１審原告番号３及び同４に対する１審被告Ｙの各控訴をいずれも棄却する。

６（１）　１審原告番号３及び同４を除く１審原告らと１審被告国との間で生じた控訴費用

は、同各１審原告らの負担とし、１審原告番号４と１審被告Ｙとの間で生じた控訴費用は１審

被告Ｙの負担とする。

（２）　１審原告番号２－３及び同４を除く１審原告らと１審被告Ｙとの間で生じた訴訟費用

は、第１、２審を通じて、同各１審原告に係る別紙２「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記

載の割合を同各１審原告の負担とし、その余を１審被告Ｙの負担とする。

（３）　１審原告番号２－３と１審被告Ｙとの間で生じた訴訟費用は、第１、２審を通じて、

１審原告番号２－３の負担とする。

７　この判決の１項（２）、２項（２）及び４項（２）は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第１章　当事者の求める裁判

第１　１審原告ら（１審原告番号３及び同４を除く。）の控訴の趣旨

　１　原判決中、１審原告ら（１審原告番号３及び同４を除く。）に関する部分を次のとおり

変更する。

　２　１審被告らは、１審原告ら（１審原告番号３及び４を除く。）に対し、連帯して、別紙

２「認容額等一覧表」の同人らそれぞれに対応する「控訴等請求額」欄記載の各金員及びこれ

に対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　１審原告番号３の附帯控訴の趣旨

　１　原判決主文第１項ないし第３項中、１審原告番号３に関する部分を次のとおり変更す

る。

　２　１審被告Ｙは、１審原告番号３に対し、２４３万１３１３円及びこれに対する平成２３

年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第３　１審被告Ｙの控訴の趣旨
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　１　原判決中１審被告Ｙの敗訴部分を取り消す。

　２　上記取消部分につき、１審原告らの請求をいずれも棄却する。

第２章　事案の概要等

第１　事案の概要

　１　請求（原審における請求）

　１審原告ら及び原判決別紙１「原告ら目録」記載の原告番号１－２及び同１－５の２名（以

下「控訴取下げの２名」という。）は、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地

震（以下「本件地震」という。）及びこれに伴う津波（以下「本件津波」という。）の影響

で、１審被告Ｙが設置・運営していた福島第一原子力発電所（以下「本件発電所」という。）

において放射性物質が放出される事故（以下「本件事故」という。）が発生したことにより、

福島県内から同県外への避難を余儀なくされたところ、経済産業大臣が１審被告Ｙに対し電気

事業法（平成２４年法律第４７号による改正前のもの。以下同じ。）に基づく規制権限を行使

しなかったことは違法であるなどと主張して、〈１〉１審被告Ｙに対しては、主位的に民法７

０９条に基づき、予備的に原子力損害の賠償に関する法律（以下「原賠法」という。）３条１

項に基づき、〈２〉１審被告国に対しては、国家賠償法１条１項に基づき、別紙２「認容額等

一覧表」の「１審における請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する本件事故の日であ

る平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分（平成２９年法律第４４号による

改正前の民法４０４条所定利率）の割合による遅延損害金の支払を求めた。

　２　原判決の概要

　原審は、１審原告ら及び控訴取下げの２名の１審被告Ｙに対する請求について、主位的請求

をいずれも棄却し（原判決主文１項）、１審原告番号２－１、同２－２、同２－３、同３、同

４及び世帯番号５の１審原告らの予備的請求を別紙２「認容額等一覧表」の同人らそれぞれに

対応する「１審対Ｙ認容額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する平成２３年３月１１日か

ら支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し（同２項）、同人

らのその余の予備的請求及び同人ら以外の者の予備的請求を棄却した（同３項、同４項）。そ

して、１審原告ら及び控訴取下げの２名の１審被告国に対する請求をいずれも棄却した（同５

項）。

　３　控訴の経緯等

　（１）　１審原告番号３及び同４を除く１審原告らは、原判決を不服として、１審被告らに

対し、不服の範囲を限定した上で控訴し、原判決中のそれぞれに関する部分を前記第１章第１

の２のとおりに変更することを求めた。なお、控訴取下げの２名は、１審原告番号３及び同４

を除く１審原告らの上記控訴と同時に控訴したが、当審第１回口頭弁論期日前に控訴を取り下

げた。

　（２）　１審被告Ｙは、原判決を不服として控訴し、原判決中の自らの敗訴部分の取消し及

び同取消部分についての１審原告らの各請求の棄却を求めた。

　（３）　１審原告番号３は、上記（２）の控訴の被控訴人として、不服の範囲を限定した附

帯控訴をし、原判決主文第１項ないし第３項中の自らに関する部分を前記第１章第２の２のと

おりに変更することを求めた。

第２　前提事実（略語は、特に断りのない限り、原判決の例による。以下同じ。）

　原判決の「事実及び理由」中の第２部第２章に記載のとおりであるから、これを引用する。

ただし、原判決８頁１１行目冒頭に「１審原告番号２－３を除く」を加え、１２行目の「千葉

県又は東京都」を「千葉県等」に、２８頁１０行目の「保安院」を「原子力安全・保安院（以

下「保安院」という。）」に、４２頁３行目の「察知」を「設置」に、４７頁１９行目の「意

向」を「以降」に、５０頁１９行目の「５条２項」を「５条の２」に、５７頁２行目の「（国

際原子力機関）と」を「（国際原子力機関）は」にそれぞれ改める。
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第３　争点及び当事者の主張

　１　次の２のとおり補正し、３のとおり当審における当事者の補充的主張を加えるほかは、

原判決の「事実及び理由」中の第２部第３章に記載のとおりであるから、これを引用する。

　２　原判決の補正

　原判決９３頁１４行目の「技術の」を「技術に」に、１５４頁１８行目及び２１行目の各

「メートルＳｖ」をいずれも「ミリシーベルト」に、１６３頁４行目の「同じ損害を」を「同

じ損害を被」に、１７２頁１１行目の「（世帯番号５）」を「（世帯番号５）（ただし、同別

紙中の「原告番号」を「１審原告番号」と読み替える。）」にそれぞれ改める。

　３　当審における当事者の補充的主張

　（１）　１審被告国の責任に係る結果回避可能性又は因果関係（経済産業大臣が規制権限を

行使していた場合には本件事故が回避できたのか）に関する１審原告らの主張

　ア　本件事故以前に原子炉施設の津波対策を定めた法令や指針は存在せず、本件長期評価の

公表以前に、防潮堤等の設置により敷地への浸水を防止することを前提とする原子炉の設置許

可がされた実績もうかがわれない。それまでは想定される津波が到達しない十分に高い場所に

原子炉施設を設置することによりその安全性を確保していたのであり、津波による敷地への浸

水が想定される場合については、十分な検討がされていなかった。本件事故以前において、上

記場合には防潮堤等の設置により敷地への海水の浸入を防止することが対策の基本とされてい

たとはいえない。

　イ　経済産業大臣は、平成１４年以降、１審被告Ｙに対して、建屋・重要機器を水密化する

措置、非常用電源設備の分散・高所配置、可搬式電源車の設置等（以下「建屋の水密化措置

等」という。）の具体的な事故回避措置を義務付けることが可能であった。そして、本件事故

以前から国内外において防潮堤の設置に併せて建屋の水密化措置等の検討、実施が行われてい

たこと、本件事故後直ちに国内の他の原子力発電所で建屋の水密化措置等が講じられており、

本件事故以前にこれらを講じることは技術的に可能であったこと、建屋の水密化措置等は防潮

堤の設置に比べて、早期の施工が可能であり、施工に要する費用も低額で済むという長所があ

ること、原子力発電所の事故防止のためには何重もの防護措置が求められていることを踏まえ

ると、経済産業大臣が規制権限を行使していた場合には、１審被告Ｙは本件発電所について防

潮堤の設置に加えて建屋の水密化措置等を講じるべきであり、そして、本件発電所で１審原告

らが主張するような建屋の水密化措置等が講じられていれば、本件事故を回避できた蓋然性が

高かった。

　ウ　１審被告Ｙが、本件事故以前に、本件発電所の津波対策として、防潮堤を設置するとし

た場合に、本件敷地の南北のみに防潮堤を設置することは不合理であるから、経済産業大臣が

規制権限の行使をした場合には、１審被告Ｙは本件敷地の東側前面にも防潮堤を設置していた

と考えられる。本件敷地の東側にも防潮堤が設置されていれば、本件事故を回避できた可能性

が十分にある。

　（２）　当審における１審原告らの損害額の主張

　当審において不服の範囲を限定した後の１審原告ら（１審原告番号４を除く。）の損害額の

主張は、それぞれ、別紙３－１「損害認容額一覧表（世帯番号１）」、別紙３－２「損害認容

額一覧表（世帯番号２）」、別紙３－３「損害認容額一覧表（世帯番号３）」、別紙３－５

「損害認容額一覧表（世帯番号５）」及び別紙３－６「損害認容額一覧表（世帯番号６）」の

各「１審原告番号」欄に対応する「当審における１審原告の損害額の主張」欄に記載のとおり

である。

　（３）　弁済の抗弁について

　（１審被告らの主張）

　ア　１審原告らに対する弁済
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　１審被告Ｙは、いずれも本件事故による損害の賠償として、世帯番号１の世帯の構成員に対

し、合計２９２万円を支払い、世帯番号２の世帯の構成員に対し、合計１６８万円を支払い、

世帯番号３の世帯の構成員に対し、合計１３１万１９９０円を支払い、世帯番号４の世帯の構

成員に対し、合計８４万円を支払い、世帯番号５の世帯の構成員に対し、合計５６３６万８０

８７円を支払い、世帯番号６の世帯の構成員に対し、合計１６４万円を支払った。

　イ　既払金の控除方法について

　同一の加害行為による財産的損害と精神的損害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権は、

実体上の請求権としては１個であり、訴訟物の個数も１個である。１審原告らは本件事故によ

り被った全損害のうち、任意の範囲で明示的な一部請求を行っているが、まずは各１審原告が

被った財産的損害・精神的損害を含む全損害額を認定した上で（この点の主張立証責任は１審

原告らにある。）、その全額から既払金全額を控除すべきである。そして、その残額が一部請

求額を超えないときはその残額を、超える場合には当該一部請求額を認容し、残額がなければ

請求を棄却することになる。

　ウ　世帯間融通について

　同一世帯の構成員間においては生計を共通にしており、財産的損害や慰謝料のうちの生活費

増加分についても世帯で共通する損害に対して支払われているものがあることから、同一世帯

内で名目上は特定の世帯構成員に支払われた既払金であっても、世帯構成員全員の利益のため

に支払われたものと評価すべきである。このことは、１審被告Ｙが直接請求手続における賠償

を被害者ごとに個別に行っているわけではなく、世帯単位を前提に行っており、その世帯の代

表者が世帯の構成員全員に支払われるべき賠償金を一括して１審被告Ｙに請求し、請求を受け

た１審被告Ｙは請求を行った世帯の代表者に対して当該世帯の構成員全員分をまとめて支払っ

ていることや、世帯の代表者も特段の事情のない限り受け取った賠償金をその支払名目を区別

せずに世帯全体の生活費等に充てていると考えられることからも基礎付けられる。

　したがって、１審原告らが所属する世帯に対してなされた賠償に関し、当該賠償金を受け

取った世帯構成員の被った損害の認定額が実際の受領額を下回る場合には、当該過払分は他の

世帯構成員の未受領の損害賠償請求権に充当されるべきである。

　（１審原告らの主張）

　ア　既払金の充当の合意について

　弁済の充当方法は当事者の意思により決定される。１審原告らは、１審被告Ｙが作成した損

害項目ごとの賠償基準と請求様式に従った請求を行い、１審被告Ｙとの間で、損害項目ごとに

金額を合意した。ＡＤＲにおいても、被害者らと１審被告Ｙは、損害項目と金額を明示した和

解契約書を取り交わした上で、支払がなされている。すなわち、１審原告らと１審被告Ｙの間

では、これまでの１審被告Ｙの弁済について、どの損害項目の弁済に充当するかについて、そ

の都度合意していた。したがって、弁済の充当は、財産的損害に対する支払と精神的損害に対

する支払を区別して考えるべきである。

　イ　世帯間融通について

　１審被告Ｙの世帯間融通の主張は、民法における個人賠償の原則に反するものである。１審

原告らが請求している損害は各個人に生じているものである。財産的損害であれば、世帯主等

が費用を支払い、その損害を一人で負担することがあり得るとしても、精神的苦痛に伴う慰謝

料は苦痛を感じた本人に帰属し、本人に対して支払われるものである。

　１審被告Ｙは、賠償手続の実態において世帯単位で賠償がなされていることを指摘するが、

直接請求においても、ＡＤＲにおいても、あくまで個人ごとの賠償金として弁済されているの

であり、世帯を単位として弁済がされたことはない。世帯の代表者が一括して世帯全員分の賠

償額を受領することはあっても、これはあくまで手続上の便宜として行われたものにすぎず、

あくまでも損害額は個人ごとに割り付けられ、個人の損害に対する賠償金として支払がされて

5/27第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/10/04 10:49
（審71）参考2-1-2



いることに何らの変りもない。

第３章　当裁判所の判断

第１　１審被告国の責任について

　１　認定事実

　前提事実に加え、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

　（１）　本件発電所の概要

　ア　本件発電所は、１審被告Ｙが設置し、運営する原子力発電所であり、福島県Ｄ郡Ｄ町及

びＥ町にまたがって所在している。

　イ　本件発電所には、昭和４６年から昭和５４年にかけて順次運転が開始された１号機から

６号機までの６機の原子炉が設置されており、いずれの原子炉も沸騰水型軽水炉である。本件

発電所の原子炉施設は、原子炉格納容器を収容する原子炉建屋、蒸気タービンを収容するター

ビン建屋等から成っている。

　ウ　本件発電所の１号機から４号機までの各原子炉（以下、併せて「本件各原子炉」とい

う。）に係る原子炉建屋、タービン建屋等の主要な建屋（以下「主要建屋」という。）は、い

ずれも海抜１０ｍ（以下、海抜高はＦ港工事基準面（Ｏ．Ｐ．）を基準とした数値である。）

の平らな土地上にあり、本件各原子炉は、北から南に向かって１号機から４号機の順に一列に

設置されている（以下、主要建屋の敷地を「本件敷地」という。）。本件敷地の東側及び南東

側は、海水をくみ上げるポンプ等の設備が設置された海抜４ｍの区画等を挟んで海に面してい

る。

　エ　本件各原子炉に係る原子炉施設（以下「本件各原子炉施設」という。）では、原子炉の

運転により発電した電力や外部の変電所から供給される電力が利用されていたが、これらの電

力をいずれも利用することができない場合に備えて、非常用ディーゼル発電機及びこれにより

発電した電力を他の設備に供給するための電気設備（以下、併せて「本件非常用電源設備」と

いう。）が主要建屋の中に設置されていた。

　　（丙イ２）

　（２）　原子力発電所の設計津波水位の評価方法に関する報告書の作成

　社団法人Ｇ原子力土木委員会の下に設置された津波評価部会は、平成１４年２月、原子力発

電所の設計津波水位の評価方法を示したものとして、「原子力発電所の津波評価技術」と題す

る報告書（以下「平成１４年津波評価技術」という。）を作成した。平成１４年津波評価技術

は、プレート境界型地震に伴う津波について、評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えら

れる既往津波を選定し、その既往津波の沿岸における痕跡高を最もよく説明できる断層モデル

を基に基準断層モデルを設定した上で、想定津波の不確実性を設計津波水位に反映させるた

め、基準断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算を多数実施

し、評価地点に最も影響を与える津波に基づいて設計津波水位を求めるなどとしていた。

　　（丙イ２、丙ロ７）

　（３）　三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価を取りまとめた文書の公表

　地震調査研究推進本部地震調査委員会は、地震防災対策特別措置法に基づいて文部科学省に

設置された機関であり、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから文部科学大臣が

任命する委員によって構成されるところ、平成１４年７月、三陸沖から房総沖にかけての日本

海溝沿いの領域を対象とした長期的な観点での地震発生の可能性、震源域の形態等についての

評価を取りまとめたものとして、「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価につい

て」と題する文書（以下「本件長期評価」という。）を公表した。本件長期評価は、上記の日

本海溝沿いの領域のうち、三陸沖北部から房総沖にかけての日本海溝寄りの南北に細長い領域

に関し、明治２９年に発生した明治三陸地震と同様の地震が上記領域内のどこでも発生する可
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能性があること、上記領域内におけるマグニチュード８クラスのプレート間大地震（津波地

震）については、今後３０年以内の発生確率が２０％程度、今後５０年以内の発生確率が３

０％程度と推定されること、その地震の規模は、津波マグニチュード８．２前後と推定される

こと等を内容とするものであった。

　　（甲ロ１、２）

　（４）　発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の策定

　ア　原子力安全委員会は、平成１８年９月、発電用軽水型原子炉の設置許可申請及び変更許

可申請に係る安全審査のうち、耐震安全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性について判

断する際の基礎を示すことを目的として、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を

策定した。上記指針は、発電用軽水型原子炉施設について、その供用期間中に極めてまれでは

あるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても、上記原子炉施設の安全

機能が重大な影響を受けるおそれがないことを十分考慮した上で設計されなければならないも

のとしていた。

　イ　保安院は、同月、１審被告Ｙを含む発電用原子炉施設の設置者等に対し、既設の発電用

原子炉施設等について、上記指針に照らした耐震安全性の評価を実施するよう指示した。

　　（丙ロ７９、８１）

　（５）　本件長期評価に基づく津波の試算

　ア　１審被告Ｙは、上記の指示を受けて、本件長期評価に基づいて本件発電所に到来する可

能性のある津波を評価すること等を関連会社に委託し、平成２０年４月頃、その結果の報告を

受けた。その内容は、本件長期評価に基づいて福島県沖から房総沖の日本海溝寄りの領域に明

治三陸地震の断層モデルを設定した上で、平成１４年津波評価技術が示す設計津波水位の評価

方法に従って、上記断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算を

多数実施して津波の試算を行ったところ、本件敷地の海に面した東側及び南東側の前面におけ

る波の高さが最も高くなる津波は、本件敷地の南東側前面において、最大で海抜１５．７０７

ｍの高さになるが、本件敷地の東側前面では本件敷地の高さ（海抜１０ｍ）を超えず、主要建

屋付近の浸水深は、４号機の原子炉建屋付近で約２．６ｍ、４号機のタービン建屋付近で約

２．０ｍとなるなどというものであった（以下、この試算を「本件試算」といい、この試算さ

れた津波を「本件試算津波」という。）。

　イ　１審被告Ｙは、その後、本件試算津波と同じ規模の津波に対する対策等についての検討

を行ったものの、直ちに対策を講ずるのではなく、Ｇに本件長期評価についての研究を委託す

ることとして、当面の検討を終えた。

　　（丙ロ１１０、丙ハ１２３の１、４、丙ハ１２９の２）

　（６）　本件地震及びこれに伴う本件事故

　ア　平成２３年３月１１日、Ｈ半島の東南東約１３０km、深さ約２４kmの地点を震源とし

て、本件地震が発生した。本件地震は、複数の震源域がそれぞれ連動して発生したものであ

り、その震源域は、南北の長さ約４５０km、東西の幅約２００kmに及び、その最大すべり量

は、５０ｍ以上であった。本件地震の規模は、我が国の観測史上最大となるマグニチュード

９．０、津波マグニチュード９．１であった。

　イ　本件地震により、本件各原子炉のうち定期検査のため運転停止中であった４号機を除く

各原子炉がいずれも自動的に停止し、外部の変電所から供給される電力についても、本件地震

による設備故障等によりその供給が途絶えた。

　その後、本件津波が本件発電所に到来し、本件敷地の海に面した東側及び南東側の全方面か

ら大量の海水が本件敷地に浸入して、本件敷地のほぼ全域が浸水した。その浸水深は、主要建

屋付近で最大約５．５ｍに及び、主要建屋の中に海水が浸入する事態となった。その結果、全

ての本件非常用電源設備が浸水してその機能を失い、交流電源が喪失した。
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　本件各原子炉施設には蓄電池が付属する直流の電源設備が備えられていたが、３号機を除く

各原子炉に係る原子炉施設については、上記電源設備も浸水してその機能を失い、直流を含む

全ての電源が喪失した。３号機の原子炉施設については、しばらくの間、上記蓄電池を電源と

する直流の電力が非常用炉心冷却設備に供給されていたが、上記非常用炉心冷却設備が停止

し、上記蓄電池の残量不足等により再起動させることができなくなった。

　以上のとおり、本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥った結果、本件地震の発生当時運転

中であった１号機から３号機までの各原子炉について、運転停止後も発熱が続く炉心を冷却す

ることができなくなり、高温に達した燃料が著しく損傷し、これにより発生した水素ガスの爆

発によって原子炉建屋等が損傷するなどして、本件各原子炉施設から放射性物質が大量に放出

される事故（本件事故）が発生するに至った。

　　（甲ハ１００、丙イ２、３、丙ロ２０３）

　（７）　本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策の在り方

　本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、安全設備等が設置される原子炉施

設の敷地を想定される津波の水位より高い場所とすること等によって上記敷地が浸水すること

を防ぐという考え方を基本とするものであり、津波により上記敷地が浸水することが想定され

る場合には、防潮堤、防波堤等の構造物（以下「防潮堤等」という。）を設置することにより

上記敷地への海水の浸入を防止することが対策の基本とされていた。

　　（丙ロ３４、７８、丙ハ１９、５４、８０）

　２　関係法令の定め

　電気事業法３９条１項は、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業

省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない旨規定し、同法４０条は、経

済産業大臣は、事業用電気工作物が上記技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電

気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改

造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限

することができる旨規定する。

　これを受けて、平成１７年経済産業省令第６８号による改正前の発電用原子力設備に関する

技術基準を定める省令４条１項は、原子炉施設等が津波等により損傷を受けるおそれがある場

合は、防護施設の設置等の適切な措置を講じなければならない旨規定し、上記改正後の同項

は、原子炉施設等が想定される津波等の自然現象により原子炉の安全性を損なうおそれがある

場合は、防護措置等の適切な措置を講じなければならない旨規定する。

　３　検討

　（１）　国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣

旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される

限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者と

の関係において、国家賠償法１条１項の適用上違法となるものと解するのが相当である（最高

裁平成１３年（受）第１７６０号同１６年４月２７日第三小法廷判決・民集５８巻４号１０３

２頁、最高裁平成３０年（受）第１４４７号、第１４４８号、第１４４９号、第１４５１号、

第１４５２号令和３年５月１７日第一小法廷判決・民集７５巻５号１３５９頁等参照）。そし

て、国又は公共団体が、上記公務員が規制権限を行使しなかったことを理由として同項に基づ

く損害賠償責任を負うというためには、上記公務員が規制権限を行使していれば上記の者が被

害を受けることはなかったであろうという関係が認められなければならない。そこで、この点

につき検討する。

　（２）　前記認定事実によれば、本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、

津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合、防潮

堤等を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止することを基本とするものであっ
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た。したがって、経済産業大臣が、本件長期評価を前提に、電気事業法４０条に基づく規制権

限を行使して、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを１審被告

Ｙに義務付けていた場合には、本件長期評価に基づいて想定される最大の津波が本件発電所に

到来しても本件敷地への海水の浸入を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置する

という措置が講じられた蓋然性が高いということができる。そして、本件試算は、本件長期評

価が今後同様の地震が発生する可能性があるとする明治三陸地震の断層モデルを福島県沖等の

日本海溝寄りの領域に設定した上、平成１４年津波評価技術が示す設計津波水位の評価方法に

従って、上記断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算を多数実

施し、本件敷地の海に面した東側及び南東側の前面における波の高さが最も高くなる津波を試

算したものであり、安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応し

たものとして、合理性を有する試算であったといえる。

　そうすると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合には、本件試算津波と同じ

規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置すると

いう措置が講じられた蓋然性が高いということができる。

　他方、本件事故以前において、津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水

することが想定される場合に、想定される津波による上記敷地の浸水を防ぐことができるよう

に設計された防潮堤等を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不十分であるとの考

え方が有力であったことはうかがわれず、その他、本件事故以前の知見の下において、上記措

置が原子炉施設の津波対策として不十分なものであったと解すべき事情はうかがわれない。し

たがって、本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合に、本件試算津

波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設

置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋然性があるとか、そのような対策が講じら

れなければならなかったということはできない。

　（３）　ところが、本件長期評価が今後発生する可能性があるとした地震の規模は、津波マ

グニチュード８．２前後であったのに対し、本件地震の規模は、津波マグニチュード９．１で

あり、本件地震は、本件長期評価に基づいて想定される地震よりもはるかに規模が大きいもの

であった。また、本件試算津波による主要建屋付近の浸水深は、約２．６ｍ又はそれ以下とさ

れたのに対し、本件津波による主要建屋付近の浸水深は、最大で約５．５ｍに及んでいる。そ

して、本件試算津波の高さは、本件敷地の南東側前面において本件敷地の高さを超えていたも

のの、東側前面においては本件敷地の高さを超えることはなく、本件試算津波と同じ規模の津

波が本件発電所に到来しても、本件敷地の東側から海水が本件敷地に浸入することは想定され

ていなかったが、現実には、本件津波の到来に伴い、本件敷地の南東側のみならず東側からも

大量の海水が本件敷地に浸入している。

　これらの事情に照らすと、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐこと

ができるものとして設計される防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐことに

主眼を置いたものとなる可能性が高く、一定の裕度を有するように設計されるであろうことを

考慮しても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐことができ

るものにはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。

　（４）　以上によれば、仮に、経済産業大臣が、本件長期評価を前提に、電気事業法４０条

に基づく規制権限を行使して、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずる

ことを１審被告Ｙに義務付け、１審被告Ｙがその義務を履行していたとしても、本件津波の到

来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することは避けられなかった可能性が高く、その大量

の海水が主要建屋の中に浸入し、本件非常用電源設備が浸水によりその機能を失うなどして本

件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能

性が相当にあるといわざるを得ない。
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　そうすると、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が上記の規制権限を行使してい

れば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはでき

ないことになる。

　（５）　上記の関係に関する１審原告らの主張について

　ア　１審原告らは、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合には、防潮堤の設置

に加えて建屋の水密化措置等が講じられるべきであったと主張し、その根拠として、本件事故

以前においても原子炉施設の津波対策として建屋の水密化措置等を着想して実施することが十

分に可能であったことを示す種々の事情を指摘するところ、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれ

ば、その指摘に沿う以下の事実が認められる。

　（ア）　本件事故以前に１審被告Ｙが講じていた溢水対策

　平成３年１０月、本件発電所１号機のタービン建屋地下１階において、配管からの海水漏え

いにより床面が浸水して、原子炉を停止させた事故が発生した。１審被告Ｙは、この事故を踏

まえて、機器室入口扉等の水密化、堰の設置及びかさ上げ等の内部溢水対策を行った。

　　（甲ハ１２、２４ないし２８、乙イ２の１）

　１審被告Ｙは、平成１４年頃、平成１４年津波評価技術に基づく津波評価を実施し、その計

算結果に基づき、本件発電所６号機の海抜４ｍ盤上に設置されている海水ポンプ電動機につい

て２０センチ程度のかさ上げを行った。

　　（丙イ２、丙ロ８）

　（イ）　安全情報検討会における指摘

　保安院と原子力安全基盤機構は、国内外の安全情報の収集、評価分析を行い、必要な安全規

制上の対応を行うため、平成１５年１１月、安全情報検討会を設置した。平成１７年８月に開

催された安全情報検討会において、平成１１年に発生したフランス・ルブレイエ原子力発電所

の被水事故が取り上げられた際に、「外部事象（津波）による溢水及び内部溢水の両方に対す

る施設側の溢水対策（水密構造等）の実態を整理しておく必要がある」との原子力安全基盤機

構の見解が示された。

　　（丙ハ１２６、１５９ないし１６１）

　平成１８年８月に開催された安全情報検討会において、平成１６年に発生したスマトラ沖地

震によるインド・マドラス原発被水事故についての検討の中で、具体的対策の一つとして、

「防波堤の設置及び必要に応じて建屋出入口に防護壁の設置」が挙げられた。

　　（丙ロ１８）

　（ウ）　溢水勉強会における指摘

　津波が原子力発電所の危機に及ぼす影響を電気事業者に検討させるために保安院と原子力安

全基盤機構が平成１８年１月に立ち上げた外部溢水・内部溢水勉強会（溢水勉強会）には、１

審被告Ｙを含む電気事業者らがオブザーバーとして参加していた。同年５月に開催された溢水

勉強会では、電気事業者らから、原子炉施設の建屋の敷地高さを超える津波があった場合、建

屋に浸水して、電源設備の機能を喪失する可能性があること等が報告され、その際、その対策

として大物搬入口の水密化や水密扉の検討を述べる発言があった。

　　（甲ハ７３、丙ロ９、１２の１、２）

　（エ）　本件事故以前の他の原子炉施設で講じられていた津波対策

　Ｋ発電所を設置するＬ株式会社（以下「Ｌ」という。）は、平成２０年５月頃までに、同発

電所につき、外部に委託して、本件長期評価の見解に基づき茨城県沖海溝沿いに明治三陸地震

の波源モデルを設定した津波評価を行ったが、その結果は、原子炉建屋等を含む敷地全域が浸

水するというものであった。そこで、Ｌは、Ｋ発電所について、自主的に津波対策を行うこと

として、平成２０年１２月頃から、建屋の防水扉、防潮シャッター及び防潮堰を設置する工

事、海水ポンプ室の側壁のかさ上げをする工事等を実施し、これらの工事を本件地震前に完了
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させていた。上記各工事のうち、建屋の工事にかかった費用は、約３８２２万円であった。な

お、上記の防水扉については、ＪＩＳ規格（ドアセット）の気密要求に基づくものであり、水

圧に対する性能を十分に確保するものではなかった。上記の防潮堰については、高さ１センチ

メートルから１５センチメートル程度の鉄筋コンクリート造のものが建屋の開口部前に設置さ

れた。

　　（丙ハ１３７、丙ハ２２９、２３０）

　Ｍ株式会社は、平成２０年以前から、その設置しているＮ原子力発電所において、原子炉建

屋及び海水熱交換器の出入口に腰部防水構造の防護扉を設置していた。なお、Ｎ原子力発電所

は、その敷地高が海抜６ないし８ｍであるが、その前面に６０ないし８０ｍの幅の海抜１０な

いし１５ｍの高さの砂丘が存在している。

　　（甲ハ７６の２、丙ハ１３８）

　（オ）　本件事故以前の外国の原子炉施設で講じられていた溢水対策

　フランス・ルブレイエ原子力発電所では、平成１１年の被水事故後、外部溢水対策として、

防護用堤防のかさ上げ及び防護壁の設置に加えて、配管貫通部の閉塞や強化扉の設置等が講じ

られた。

　　（丙ハ１５６、１５７の１、２）

　（カ）　本件事故以前における１審被告Ｙ内部の津波対策の検討状況

　保安院の耐震安全性の評価指示に対して１審被告Ｙが平成２０年３月に本件発電所について

中間報告を行った際に作成したＱ＆Ａ集には、今後津波評価を行い、その結果、津波の施設へ

の影響が無視できないとなった場合に考えられる津波対策について、「非常用海水ポンプ電動

機が冠水し、故障することを想定した電動機予備品準備、水密化した電動機の開発、建屋の水

密化等が考えられる。」と記載されていた。

　　（丙ハ１２３の１、４）

　平成２０年３月頃から同年７月頃までの間に、１審被告Ｙ内部において本件試算津波と同じ

規模の津波に対する対策を検討する過程で、スペース上の制約や地盤等の問題を踏まえると本

件試算津波を防護するために必要な高さの防潮堤を本件敷地の南東側に設置することは現実的

ではないとの意見や、海中の防波堤の設置は周辺地域の一般家屋等に影響を与えるから好まし

くないのではないかとの意見が出ていた。

　　（丙ハ１２３の１、丙ハ１４１）

　平成２２年８月に行われた１審被告Ｙ内部の会議において、本件発電所の津波対策に関し、

上層部の意向により防潮堤設置の検討は中断しているとの報告がなされ、非常用海水系電動機

の水密化を検討中であること、建屋扉の水密化の検討が必要であること等が各関係部署から報

告された。

　　（丙ハ１２３の２、４）

　（キ）　本件事故後に他の原子炉施設で講じられた津波対策等

　本件事故後の平成２３年３月３０日に経済産業大臣が電気事業者らに本件事故を踏まえた他

の発電所の緊急安全対策の実施及びその報告を指示した際に、保安院が発表したニュースリ

リースにおいて、抜本対策の具体的対策の例として、「防潮堤の設置」と併記して、「水密扉

の設置」、「その他必要な設備面での対応」を記載した資料が添付されていた。

　　（甲ハ２）

　本件事故後、Ｎ原子力発電所では、津波の敷地内への浸水を防ぐための対策として、海抜２

２ｍの高さの防波堤を設置し、これに加えて、津波が敷地内へ浸水した場合の対策として、原

子炉建屋の海側に面する大物搬入口に、強化扉及び水密扉の二重式構造の扉が設置された。ａ

ｇ原子力発電所、ａｈ原子力発電所及びａｉ原子力発電所でも、建屋内への浸水防止策とし

て、建屋等の入口に水密扉等が設置された。
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　　（丙ハ１６３、甲ハ４０）

　イ　上記アの各事実を踏まえて、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合には、

本件発電所で建屋の水密化措置等が講じられ、本件事故を回避できた蓋然性が高かったとの１

審原告らの主張について検討するに、１審原告らの指摘に係るこれらの事実は、原子炉施設の

津波対策としての建屋の水密化措置等について、本件事故以前にも１審被告Ｙを含む電気事業

者及び規制当局において多少の議論がなされていたことや国内外に多少の実績があったこと等

を示すものであるが、それらの議論の深度及び実績の程度、時期等に照らすと、本件事故以前

において防潮堤等の設置以外の防護の措置が我が国における原子炉施設の主たる津波対策で

あったことを基礎付けるものとはいえず、本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対

策が防潮堤等を設置することにより敷地への海水の浸入を防止することを基本とするもので

あったとの上記１（７）の事実認定を覆すに足るものではない。また、本件事故以前において

本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるものとして設計され

る防潮堤等を設置することが技術的な観点から著しく困難であったような事情もうかがえない

から、これらの事実を併せ考慮しても、経済産業大臣が上記の規制権限を行使し、１審被告Ｙ

が上記津波に対する対策について検討することとなった場合に、１審被告Ｙにおいて上記の津

波対策の基本を放棄したであろうとは考えがたい（現実にも、１審被告Ｙは、平成２０年７月

頃に当面の検討を終えるまでの間は（上記１（５）イ）、上記津波に対する対策については防

潮堤等の設置を中心に検討していた（甲ハ９２、丙ハ１２３の１、４）。）。そして、一般に

原子力の利用については多段の安全防護手段を設けておくことが望ましいといえるとしても、

上記のとおり、想定される津波による上記敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防

潮堤等を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不十分であるとの考え方が本件事故

以前において有力であったわけではなく、また、現実には本件試算津波と同じ規模の津波に対

する対策の検討に前向きではなかった１審被告Ｙが、経済産業大臣から上記の規制権限を行使

された途端に、その時点では一見すると過剰とも思えるような複数の措置の検討を始めること

になるものとはおよそ考えがたいことを踏まえると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使し

ていた場合に、１審被告Ｙにおいて、上記津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるもの

として設計される防潮堤等の設置に加えて、建屋の水密化措置等（しかも、上記津波より大き

な本件津波の到来によって本件敷地へ大量の海水が浸入した場合でも本件事故と同様の事故を

回避することができる機能を有するレベルのもの）を講ずることを検討した蓋然性があるとい

うことはできない。

　ところで、１審原告らは、それらの措置が講じられていれば本件事故を回避することが十分

に可能であったとの前提で、経済産業大臣は１審被告Ｙに対して、建屋の水密化措置等の具体

的な事故回避措置を義務付けることが可能であったと主張する。しかしながら、電気事業法４

０条の技術基準適合命令の対象となる施設の構造や設備内容を最も良く知るのは当該施設を設

置し管理する事業者であり、実際に措置を講じるのも事業者であることに加え、原子炉施設の

安全性に関する地震、津波等の自然現象に関する知見は日々進歩し、その安全対策に関する技

術も日々更新されていくものであり、そして、安全対策は常に最新の科学的知見を取り入れつ

つ実施していくことが要請されることからすれば、電気事業法４０条については、規制権限の

行使を受けた事業者において、必要な調査・研究を行った上、具体的な措置を検討して実施す

ることが、その制度上予定されているものと考えられる。そうすると、義務付ける作為の内容

を具体的に特定した方法で発令することが理論的に不可能ではないとしても、現実問題として

は、電気事業法４０条に基づく命令自体は、ある程度抽象的なものにならざるを得ず、また、

そのようなもので足りるものと考えられる。さらに本件では、本件事故以前の我が国の原子炉

施設の津波対策は防潮堤等の設置により敷地への海水の浸入を防止することを基本としていた

ことからすると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合には、技術基準に不適合

12/27第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/10/04 10:49
（審71）参考2-1-2



である理由を示した上で、命令自体は適切な措置を講じるよう命ずるものになっていたと考え

られるのであって、少なくとも、防潮堤等の設置以外の具体的な防護の措置を特定して、その

措置を講じることを義務付ける内容の発令がされていたとは考えられない。したがって、経済

産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合に、その発令内容に応じる形で１審被告Ｙが防

潮堤等の設置以外の対策を検討した可能性はほとんどなかったということができる。

　そうすると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合に１審被告Ｙにおいて建屋

の水密化措置等を講ずることを検討する蓋然性があったとはいえない以上、いわばその前提が

失われていることになるから、建屋の水密化措置等が講じられていれば事故を回避することが

できたことを理由として、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していれば本件事故又はこれ

と同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできない。

　ウ　また、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるものと

して設計される防潮堤等が本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐことに主眼を置いたもの

となる可能性が高いこと、すなわち、本件試算津波が敷地の東側においては本件敷地の高さを

超えないものであったことから、上記防潮堤等が本件敷地の東側には設置されないものとなる

可能性（設置されるとしても十分な高さをもって設置されないものとなる可能性）が高いこと

については、津波工学又は原子力工学を専門とする複数の学者が、上記防潮堤等の設置場所に

つき、工学的な見地からは本件敷地の南北にのみ防潮堤を建設しても不合理ではない、本件敷

地の南北に加えて東側にも防潮堤を建設することは合理的ではないなどと述べていること（丙

ロ７８、１９４、丙ハ１９）からも裏付けられるものであるから、本件敷地の南北のみに防潮

堤を設置することは不合理であることをいう１審原告らの主張は採用できず、上記防潮堤等が

本件敷地の東側にも設置され、本件津波が到来した際には東側からの浸水を防いだ可能性が高

いことを理由として、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していれば上記の事故が発生しな

かったであろうという関係を認めることもできない。

　（６）　以上によれば、１審被告国が、経済産業大臣が上記の規制権限を行使しなかったこ

とを理由として、１審原告ら（１審原告番号３及び同４を除く。）に対し、国家賠償法１条１

項に基づく損害賠償責任を負うということはできない。

第２　１審原告らの１審被告Ｙに対する主位的請求について

　当裁判所も、１審原告らの１審被告Ｙに対する主位的請求は理由がないと判断するものであ

り、その理由は、原判決の「事実及び理由」中の第３部第２章に記載のとおりであるから、こ

れを引用する。

第３　１審原告らの１審被告Ｙに対する予備的請求について

　１審原告らの１審被告Ｙに対する予備的請求についての当裁判所の判断は、次の１ないし７

のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第３部第３章に記載のとおりである

から、これを引用する（ただし、「原告番号５－１」及び「原告番号５－２」については、そ

れぞれ「１審原告番号５－１」及び「１審原告番号５－２」と読み替える。）。

　１　損害論総論（事実認定及び判断）部分の補正

　（１）　原判決３１７頁１行目末尾の次に「（乙ニ共１１）」を、１１行目末尾の次に

「（乙ニ共６４、６５）」を、１５行目末尾の次に「（乙ニ共１４）」を、３１８頁１０行目

末尾の次に「（乙ニ共６２、丙ニ共２０）」を、１５行目末尾の次に「（丙ニ共６６）」を、

２１行目末尾の次に「（乙ニ共４６）」を、３１９頁３行目末尾の次に「（乙ニ共１９）」

を、３２６頁２１行目末尾の次に「（乙ニ共８３）」を、３２７頁１４行目の「という。）

を」の次に「、令和４年１２月２０日に「Ｙ株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による

原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補（集団訴訟の確定判決等を踏まえた指

針の見直しについて）」（以下「中間指針第五次追補」という。）を」をそれぞれ加え、１５

行目の「及び中間指針第四次追補」を「、中間指針第四次追補及び中間指針第五次追補」に改
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め、３４１頁１６行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。

　「　６　中間指針第五次追補

　中間指針第五次追補は、緊急時避難準備区域において賠償すべき生活基盤喪失・変容による

精神的損害の具体的な損害額及び自主的避難等対象者に賠償すべき損害に関して、以下の指針

を示した。

　生活基盤の変容について、被害者にとっての本件事故前の生活の基盤であり、人的関係や自

然環境なども包摂する経済的・社会的・文化的・自然的環境全般である生活基盤がかなりの程

度毀損されたことを意味するものとした上で、緊急時避難準備区域については、生活基盤の変

容による精神的損害として、一人５０万円を目安とする。

　放射線被曝への恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った場

合における避難によって生じた生活の増加費用、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害

されたために生じた精神的苦痛並びに避難及び帰宅に要した移動費用の具体的な損害額の算定

に当たっては、本件事故発生から平成２３年１２月末までの損害として、自主的避難等対象者

のうち子ども及び妊婦については一人４０万円、その他の自主的避難等対象者については一人

２０万円を目安とする。

　　（乙ニ共２８５）」

　（２）　原判決３４２頁３行目末尾の次に「（乙ニ共２０、３１、３６）」を、１１行目末

尾の次に行を改めて「　３　１審被告Ｙは、令和５年１月頃以降、中間指針第五次追補の決定

を踏まえて、これに沿った賠償を行うことを明らかにし、その賠償を開始している。（乙ニ共

２９３）」をそれぞれ加える。

　（３）　原判決３４２頁１３行目冒頭から３４７頁１６行目末尾までを次のとおり改める。

　「第１　避難の合理性について

　１　緊急時避難準備区域の住民について

　緊急時避難準備区域の住民は、平成２３年４月２２日に緊急時避難準備区域の指定がなさ

れ、強制的な避難の指示こそなかったものの、常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への

退避が可能な準備を行い、引き続き自主的避難をし、特に子供、妊婦、要介護者、入院患者等

は、当該区域内に入らないようにすること、保育所、幼稚園、小中学校及び高校は休所、休園

又は休校とすること、勤務等のやむを得ない用務等を果たすため当該区域内に入ることは妨げ

られないが、この場合においても常に避難のための立退き等を自力で行えるように準備してお

くことを指示されていたものであるから、本件事故又はこれらの指示等により、放射線被ばく

への相当程度の恐怖や不安を抱き、これによる健康被害を回避するために、同区域外に避難す

ることには合理性があると認められる。

　２　自主的避難等対象区域の住民について

　自主的避難等対象区域は、政府による避難指示等の対象区域ではなく、その周辺地域である

が、避難等の指示が出されていないとしても、隣接する区域に避難等の指示が出されているの

であるから、その住民が放射線被ばくへの恐怖や不安を一定程度抱くことになるのはごく自然

なことである。そして、原発事故によって放出された放射性物質は、発電所から同心円状に広

がるものではなく、風の向き、強弱、渦、地形等によって、極めて不規則な広がり方をするこ

とから、放射線被ばくから住民の健康と生命を守るためには、本件事故の発生直後から放射能

の広がり方とその濃度を把握する必要があったといえるが、本件事故ではその重要な役割を

担っていた文部科学省所管の緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤ

Ｉ）が活用されることはなく（丙イ２）、その結果、住民の多くは上記に関する的確な情報の

提供を適時に受けることができなかった。そのような状況においては、避難指示等の対象区域

とならなかった事実が住民の放射線被ばくへの恐怖や不安を解消ないし軽減するという方向で

機能することを期待することはできない。また、自主的避難等対象区域の住民が避難する場合

14/27第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/10/04 10:49
（審71）参考2-1-2



として、本件事故発生当初の時期に、自らの置かれている状況について十分な情報がない中

で、本件発電所の原子炉建屋において水素爆発が発生したことなどから大量の放射性物質の放

出による放射線被ばくへの恐怖や不安を抱き、その危険を回避しようと考えて避難を選択した

場合と、本件事故発生からしばらく経過した後、生活圏内の空間放射線量や放射線被ばくによ

る影響等に関する情報がある程度入手できるようになった状況下で、放射線被ばくへの恐怖や

不安を抱き、その危険を回避しようと考えて避難を選択した場合が考えられるが、いずれの場

合における放射線被ばくへの恐怖や不安についても、本件発電所の状況が安定していない状況

下において、本件発電所からの距離、避難指示等対象区域との近接性、政府や地方公共団体か

ら公表された放射線量に関する情報、自己の居住地付近の避難者の多寡、こうした要素が複合

的に関連して生じるという点で、質的な違いはない。以上によれば、本件事故直後だけでな

く、その後しばらくの間については、自主的避難等対象区域の住民が、放射線被ばくへの相当

程度の恐怖や不安を抱き、その結果、これによる健康被害を回避するために、同区域外に避難

することについて、一定の合理性が認められるというべきである。

第２　避難継続の合理性について

　１　緊急時避難準備区域からの避難者について

　緊急時避難準備区域の指定は平成２３年９月３０日に解除されたものの、上記解除について

は、原子力災害対策本部が同年８月９日に策定した「避難区域等の見直しに関する考え方」の

中でその妥当性を確認し、その後、同区域を含む全５市町村から復旧計画の提出を受け、原子

力安全委員会から解除につき差し支えない旨の回答を得たことなどを踏まえて、その指示に及

んだものであり（乙ニ共１３、１９３）、すなわち、上記解除の時点では同区域の復旧が緒に

就いたばかりであったことに照らすと、同区域からの避難者については、上記解除をもって、

それ以降についての避難継続の合理性が直ちに否定されるものではない。

　そこで、上記解除後の相当な避難期間について検討するに、まず、緊急時避難準備区域は、

当初から政府の避難指示の基準とされている年間積算線量２０ミリシーベルトを超えると推定

される区域ではないところ、加えて、〈１〉原子力災害対策本部は、平成２３年４月１７日に

取りまとめた「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」において、「放射線量が着

実に減少傾向となっている」ことをステップ１、「放射線物質の放出が管理され、放射線量が

大幅に抑えられている」ことをステップ２とする目標を設定していたところ、同年１２月１６

日、本件発電所の原子炉が安定状態を達成し、事故そのものは収束に至ったことを確認し、原

子炉の冷温停止状態の達成、使用済燃料プールのより安定的な冷却の確保等の目標が達成され

ていることから、本件発電所全体の安全性が総合的に確保されていると判断し、ステップ２の

目標達成と完了を確認していること、〈２〉福島県内では、平成２３年５月５日以降、水道水

放射性物質モニタリング検査において、放射性ヨウ素及び放射性セシウムは検出されておらず

（乙ニ共１６３）、また、平成２４年４月にはこれを超えた場合には出荷制限となる食品中の

放射性物質の量の基準値がそれまでの暫定規制値（昭和５５年に原子力安全委員会が定めた飲

食物摂取制限に関する指標値）から引き下げられ（乙ニ共１５８、１６０ないし１６２、１７

８）、福島県内で流通する食品からの被ばくの危険性は極めて小さいものになっていたこと、

〈３〉例えば、本件で問題となっている緊急時避難準備区域であるＲ市Ｓ区をみるに、平成２

４年２月には、全ての小中学校での授業が再開しており、その頃にはインフラも復旧して、生

活環境は整備されていたこと、これらの事情に照らすと、同区域から避難した者の避難継続の

合理性が上記解除後長期間にわたって存在し続けていたとは認められない。

　他方で、相当な避難期間の検討にあたっては、〈１〉避難者は、避難先での生活が一定期間

継続するのに伴い、避難先での生活も安定、定着してくることになるから、避難前の居住地が

生活することができる客観的な状況になったとしても、通常、直ちに避難先を離れて避難前の

居住地に戻ることができるものではなく、避難者が避難前の居住地に戻るためには避難生活の
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長さ等に応じた一定の準備期間が必要になるから（避難者の中には、避難前の居住地に戻り生

活を再建することを希望する者もいれば、避難の経緯等を踏まえて、新たな土地に移住するこ

とを選択する者もいるが、そもそも、そうした決断にすら一定の時間がかかるのが通常といえ

る。）、そのような一定の準備期間の存在を考慮する必要があるという点や、〈２〉避難生活

が続くと、学校、勤務先といった避難先における新たな生活環境が形成されることとなり、帰

還するとしても、その時期を学校の新学期や年度末等といった生活の節目となる時期とするこ

とが避難者及びその家族にとっての平穏な生活の維持、継続の観点から合理的と解されること

などの点についても、考慮すべきである。

　以上によれば、本件事故の直後に避難を開始する場面と、その後、十分ではないとしても本

件事故や健康被害に関する情報が流通するようになった状況の下で帰還の当否を検討する場面

とにおいて、避難者が健康被害に対して抱く不安感の内容及び程度が必ずしも同一でないこと

を踏まえても、緊急時避難準備区域からの避難者については、原則として、同区域の指定解除

から１１か月が経過した平成２４年８月３１日までの期間につき、避難継続の合理性が認めら

れ、もっとも、避難者ごとに、本件事故当時の年齢、旧居住地付近の放射線量及びその推移、

避難の経緯、避難前後の生活状況等に照らして、同日を超える一定の期間について避難継続の

合理性が認められることがあり得るとするのが相当である。

　２　自主的避難等対象区域からの避難者について

　自主的避難等対象区域からの避難者にも、上記１で指摘した事情の多くが同様にあてはま

る。もっとも、自主的避難等対象区域の住民については、避難等について政府等から何らの指

示はなく、学校の新学期も通常どおり平成２３年４月から開始していたのであり、平成２３年

９月に指定が解除されるまでの間、立退きの指示こそなかったものの、自主的避難を促され、

学校の休校等が指示されていた緊急時避難準備区域の住民とは、大いに状況を異にする。この

違いは、慰謝料額の算定において斟酌すべき事情というだけでなく、避難継続の合理性（相当

な避難期間）の検討においても斟酌すべき事情といわざるをえない。

　以上によれば、自主的避難等対象区域からの避難者については、原則として、本件事故後９

か月余りが経過した平成２３年１２月３１日までの期間につき、避難継続の合理性が認めら

れ、もっとも、避難者ごとに、本件事故当時の年齢、旧居住地付近の放射線量及びその推移、

避難の経緯、避難前後の生活状況等に照らして、同日を超える一定の期間について避難継続の

合理性が認められることがあり得るとするのが相当である。

　３　１審原告らの主張について

　１審原告らは、放射線被ばくについて科学的に不適切とは言えない程度の不安があれば平穏

生活権の侵害が認められるとの考え方を前提に、低線量被ばくによる健康影響の危険性に関す

る種々の知見を指摘して、これらの知見が現に存在する以上、低線量の被ばくであっても、通

常人が健康影響に対する不安や恐怖を感じて避難を選択し、それを継続することには合理性が

あり、また、１審原告らの避難前住居付近の追加被ばく線量は我が国の法的根拠を有する公衆

被ばくの線量限度である年間１ミリシーベルトを超えていることから、１審原告らの避難継続

の合理性は現在まで認められると主張する。

　しかしながら、年間１００ミリシーベルト以下の低線量被ばくによる健康への影響について

の科学的定見はないのであって、年間２０ミリシーベルトの被ばくによる健康リスクは他の発

がん要因によるリスクと比べても十分に低い水準であるなどとするＷＧ報告書の見解等にも照

らすと、政府が、避難指示の基準として、ＩＣＲＰの２００７年勧告において緊急時被ばく状

況に適用されることとされている参考レベルのバンドの下限数値である年間２０ミリシーベル

トを採用したことには合理性があり、１審原告らが指摘する種々の知見も、その合理性を覆す

に足るものとは認め難い。そして、そうであれば、一般人は専門家と違って、リスクを客観的

なデータに基づいて分析することはせず、直感的・主観的に受け止める傾向があることを考慮
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したとしても、例えば、旧居住地付近の放射線量が上記基準を大きく下回っている状況がかな

りの期間継続しており、現実にも多くの住民がそこで暮らしている場合について、通常人であ

れば放射線被ばくによる健康影響について賠償の対象となる程度の不安や恐怖を感じることに

なる場合であると認めることはできない。上記の１審原告らの主張は採用できない。

第３　慰謝料の増額事由について

　１審原告らは、１審被告Ｙは、遅くとも平成１８年までには、地震による巨大津波の発生及

びその結果としてのシビアアクシデントを予見していたのに、十分な事故防止対策をとらな

かったのであるから、その悪質性を考慮して１審原告らの慰謝料が算定されるべきであると主

張する。

　しかしながら、一般に不法行為に基づく損害賠償金としての慰謝料の増額事由としては、加

害者の故意若しくは重過失又は加害者の著しく不誠実な態度などが考えうるものであるとこ

ろ、本件事故の発生について、その予見の有無、程度は別にしても、故意又は故意に匹敵する

ような重過失が１審被告Ｙにあったとまでは認めるに足りず、また、１審被告Ｙが既に中間指

針等に基づいて１審原告らを含め広く緊急時避難準備区域や自主的避難等対象区域の居住者に

対し本件事故の賠償金の支払を行っている状況を踏まえると、少なくとも１審原告らとの関係

で１審被告Ｙに著しく不誠実な態度が見られるとはいえない。上記の１審原告らの主張は採用

できない。

第４　弁済の抗弁について

　１　１審被告Ｙは、〈１〉１審被告Ｙが支払った既払金全額が１審原告らの財産的損害・精

神的損害を含む全損害額から控除されるべきである、〈２〉１審原告らが所属する世帯に対し

てなされた賠償に関し、当該賠償金を受け取った世帯構成員の被った損害の認定額が実際の受

領額を下回る場合には、当該過払分は他の世帯構成員の損害賠償債務に充当されるべきである

と主張する。

　２　１審被告Ｙが避難者に対して支払った賠償金は、その内容をあらかじめ公表した上で、

中間指針等で定められた各損害項目に対する賠償金として支払われたものであり、避難者もこ

れを前提に受領したものであると認められるから、財産的損害に属する損害項目について支払

われた既払金を精神的損害に属する損害項目に充当すること及び精神的損害に属する損害項目

について支払われた既払金を財産的損害に属する損害項目に充当することは、当事者間の合理

的な意思に反するものといわざるを得ない。したがって、当事者間の明示又は黙示の合意を根

拠として、本件で認定した１審原告らの精神的損害からは、既払金のうち精神的損害として支

払われたもののみを、１審原告らの財産的損害からは、既払金のうち財産的損害として支払わ

れたもののみを、各控除するのが相当である。上記〈１〉の１審被告Ｙの主張は理由がない。

　一般に、損害賠償請求権は個々人につき発生するものであるところ、中間指針等において

も、そのことを確認した上で、損害の賠償が、世帯単位ではなく、個々人に対してなされるべ

きであることを明示している（乙ニ共１、２）。そして、１審原告らに対する１審被告Ｙの既

払金に関して、両者の間において、黙示的にであっても、特定の個人に対する賠償金を当該人

の属する世帯の他の者に支払う内容の合意が成立していたことを認めるに足りる証拠はない。

上記〈２〉の１審被告Ｙの主張は採用できない。もっとも、本件における財産的損害の賠償請

求においては、世帯の特定の構成員が実質的には他の構成員に発生した損害分をも併せて請求

していると考えられるものがあり、そのような請求に係る損害賠償債務の場合には、当該他の

構成員への既払金も併せて充当することを認めるのが相当である。」

　２　世帯番号５の損害論各論部分の補正

　（１）　原判決３４８頁１３行目から１４行目にかけての「確認されることなどから、平成

２３年９月３０日をもって全て解除された。」を「確認されたことなどから、平成２３年９月

３０日をもって解除された。（乙ニ共１２、１３、８８）」に、３４９頁１行目の「乙二共９
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６の１」を「乙ニ共２６０、２８２」にそれぞれ改め、３５０頁２２行目の「に対し、」の次

に「平成２３年８月８日時点でＳ区の居住者数は２万７７８５人（平成２３年３月１１日時点

に比して約３８％）、」を、３５１頁１行目の「乙ニ共１７０」の次に「、２８１」をそれぞ

れ加え、３５２頁２５行目の「甲二５－１、５－２、５－５」を「甲ニ５－１、２、５、乙ニ

共８９の２、２６８、２８０の２、乙ニ５－６」に改める。

　（２）　原判決３５７頁１３行目冒頭から３５８頁６行目末尾までを次のとおり改める。

　「　エ　世帯番号５の１審原告らの自宅付近の放射線量

　本件発電所から北北西約２６kmの地点に位置するＲ市役所における空間線量率は、平成２４

年４月１日から同月１２日までの間は毎時０．３７～０．３９マイクロシーベルト、同年８月

１日から同月３１日までの間は毎時０．３５～０．３７マイクロシーベルトであり、本件発電

所から北北西約２０kmの地点に位置するＴセンターにおける空間線量率は、平成２４年４月１

日から同月１２日までの間は毎時０．３８～０．３９マイクロシーベルト、同年８月１日から

同月３１日までの間は毎時０．３７～０．３９マイクロシーベルトであった。世帯番号５の１

審原告らの本件事故当時の自宅は、本件発電所から約２３kmの距離にあり、Ｒ市役所とＴセン

ターの間に位置している。

　なお、１日のうち、屋外に８時間、遮蔽効果の低減係数０．４の屋内に１６時間滞在すると

いう生活パターンの人を仮定すると、毎時０．１９マイクロシーベルトの被ばくは、年間１ミ

リシーベルトの被ばくに相当すると考えられる（毎時０．１９マイクロシーベルト×（８時間

＋０．４×１６時間）×３６５日≒年間１ミリシーベルト）。また、測定器で測定される放射

線には、事故由来の放射性物質による放射線に加え、平時の大地からの放射線（毎時０．０４

マイクロシーベルト程度）が含まれる。

　オ　既払金

　１審被告Ｙは、これまでに、いずれも本件事故による精神的損害の賠償として、１審原告番

号５－１に対し１８０万円を、１審原告番号５－２に対し１８０万円（身体的損害に係る通院

慰謝料として１審原告番号５－２に支払われた既払金４８万３０００円は、同人の精神的損害

一般の賠償としてではなく同慰謝料として支払われたものであり、本件訴訟でも同慰謝料の請

求はされていないことから、同既払金は除く。）を、１審原告番号５－３に対し２６３万円

を、１審原告番号５－４に対し２６３万円を各支払った。」

　（３）　原判決３５８頁８行目冒頭から３５９頁１８行目末尾までを次のとおり改める。

　「　ア　避難の合理性及び避難継続の合理性について

　上記認定事実によれば、世帯番号５の１審原告らは、本件事故後、放射線被ばくへの相当程

度の恐怖や不安を抱き、これによる健康被害を回避するために緊急時避難準備区域から同区域

外に避難したものと認められるから、その避難については合理性を認めることができる。そし

て、世帯番号５の１審原告らは、現在まで千葉県内に避難しており、旧居住地に帰還していな

いものであるところ、１審原告番号５－１及び同５－２については、平成２４年８月３１日ま

での間につき、避難継続の合理性を認めることができるが、本件事故当時の年齢、旧居住地付

近の放射線量及びその推移、避難の経緯、避難前後の生活状況等に照らしても、同日を超える

期間について避難継続の合理性を認めるほどの事情は見当たらない。１審原告番号５－３及び

同５－４については、いずれも就学中の児童であり、避難する際にも帰還する際にも転校を余

儀なくされる者であったことを考慮すると、さらに７か月後の平成２５年３月３１日までの間

につき、避難継続の合理性を認めるのが相当である。

　イ　不動産について

　原告番号５－１が主張する避難先での居住用不動産の購入に係る費用については、その購入

が平成２４年８月３１日の経過により避難継続の合理性が消滅した後の平成２４年１１月であ

ることに照らすと、避難に伴う損害ということはできず、本件事故と相当因果関係のある損害
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とは認められない。」

　（４）　原判決３５９頁２６行目の「平成２５年３月」を「平成２４年８月」に、３６０頁

１７行目冒頭から３６２頁２０行目末尾までを次のとおりにそれぞれ改める。

　「　エ　休業損害について

　原告番号５－１が主張する平成２７年３月以降の減収に係る休業損害については、当該減収

の時期に照らすと、本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。

　オ　避難慰謝料について

　上記認定事実等によれば、１審原告番号５－１及び同５－２については、いずれについて

も、その避難継続の合理性が認められる平成２４年８月３１日までの期間につき、１８０万円

の避難慰謝料を認めるのが相当であり、１審原告番号５－３及び同５－４については、いずれ

についても、その避難継続の合理性が認められる平成２５年３月３１日までの期間につき、２

１５万円の避難慰謝料を認めるのが相当である。

　カ　ふるさと喪失慰謝料について

　世帯番号５の１審原告らが本件事故前に居住していたＲ市Ｓ区では、平成２３年９月３０日

に緊急時避難準備区域の指定が解除された後も、生活基盤の回復に一定程度の期間を要し、多

数の住民の帰還が相当程度の期間できなかったことから、世帯番号５の１審原告らの避難前の

居住地における生活基盤（本件事故前の生活の基盤であって、人間関係や自然環境を包摂する

経済的・社会的・文化的・自然的環境全般を意味するもの）は、本件事故によって、かなりの

程度毀損されたものと認められる。したがって、世帯番号５の１審原告らは、避難に伴う精神

的損害とは別に、その生活基盤の変容による精神的損害を被ったものと認められ、同人らの避

難前の生活状況等に照らすと、その慰謝料の金額は、各人につきそれぞれ５０万円を認めるの

が相当である。

　キ　弁護士費用について

　本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、別紙３－５「損害認容額一覧表（世帯番号

５）」の各「１審原告番号」欄の「弁護士費用」欄に対応する「認容額」記載のとおり認め

る。

　ク　認容額合計について

　以上によれば、１審被告Ｙが世帯番号５の１審原告らに支払うべき金額は、別紙３－５「損

害認容額一覧表（世帯番号５）」の各「１審原告番号」欄の「合計」欄に対応する「認容額」

記載のとおりである。」

　３　世帯番号１の損害論各論部分の補正

　（１）　原判決３６３頁２行目の「いずれも回復した」を「ほとんどの地域で復旧した」に

改め、８行目「乙二共２０９」の次に「、２５０の１」を、３６５頁１７行目末尾の次に行を

改めて「　（14）　ａｊ市における自主的避難者は、平成２３年３月１５日現在、１万５３７

７人であり、人口比で４．５％であった。他方、ａｊ市の避難者受入数は、同日現在、１万５

６９２人であった（乙ニ共４２、４３、丙ニ共７２）。また、平成２４年１０月１９日現在、

ａｊ市における市内避難者は８５２６人、市外避難者は７７００人であり、他市町村からの避

難者は２万３７８７人であった（乙ニ共９７の１）。平成２３年３月１日時点のａｊ市の１８

歳未満の子どもの人口は５万７５９８人であり、平成２４年４月１日時点の同子どもの避難者

数は３６４１人（上記人口との対比６．３％）であった（乙ニ共９２の１、乙ニ共９３）。」

をそれぞれ加え、２１行目の「甲二１－１、乙二共１０６の１」を「甲ニ１－１、乙ニ共１３

１、２７４ないし２７６、乙ニ１－１」に、３６８頁２３行目冒頭から３６９頁５行目末尾ま

でを次のとおりにそれぞれ改める。

　「　エ　世帯番号１の１審原告らの自宅付近の放射線量

　世帯番号１の１審原告らの本件事故当時の居住地は、本件発電所から直線距離で約６１kmの
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直線距離に所在するところ、同居住地から近距離に位置するａｊ市ａｆ支所における空間線量

率は、平成２３年６月１９日時点で毎時０．１１マイクロシーベルト（地上１ｍの高さ）であ

り、平成２４年８月２１日時点で毎時０．０６マイクロシーベルト（地上１ｍの高さ）であっ

た。

　なお、平成２３年３月１６日以降のａｊ市の環境放射能測定値については、その当時から誰

もがインターネットを通じて容易に情報を入手することができた。

　オ　既払額

　１審被告Ｙは、これまでに、いずれも本件事故による精神的損害の賠償として、１審原告番

号１－１に対し４０万円を、１審原告番号１－３に対し４８万円を、１審原告番号１－４に対

し４８万円を各支払った。」

　（２）　原判決３６９頁７行目冒頭から３７０頁１行目末尾までを次のとおり改める。

　「　ア　避難の合理性及び避難継続の合理性

　上記認定事実によれば、世帯番号１の１審原告らは、本件事故後、放射線被ばくへの相当程

度の恐怖や不安を抱き、これによる健康被害を回避するために自主的避難等対象区域から同区

域外に避難したものと認められるから、その避難については合理性を認めることができる。そ

して、世帯番号１の１審原告らは、現在まで千葉県内に避難し、旧居住地に帰還していないも

のであるから、１審原告番号１－１については、平成２３年１２月３１日までの間につき、避

難継続の合理性を認めることができるが、本件事故当時の年齢、旧居住地付近の放射線量及び

その推移、避難の経緯、避難前後の生活状況等に照らしても、同日を超える期間について避難

継続の合理性を認めるほどの事情は見当たらない。１審原告番号１－３及び同１－４について

は、同日において１８歳未満の子どもであることを考慮すると、さらに８か月後の平成２４年

８月３１日までの間につき、避難継続の合理性を認めるのが相当である。

　イ　避難慰謝料について

　上記認定事実等に加え、１審原告番号１－１については、本件事故当時、妊婦であり、妊婦

は放射線への感受性が高い可能性があると一般に認識されており、低線量とはいえ通常時より

も相当程度高い放射線量による放射線被ばくへの恐怖や不安を抱くことには一定の合理性があ

ることを考慮すると、平成２３年１２月３１日までの期間につき、６０万円の避難慰謝料を認

めるのが相当である。１審原告番号１－３及び同１－４については、いずれについても、同日

において１８歳未満の子どもであるところ、子どもについても放射線への感受性が高い可能性

があると一般に認識されていることを考慮すると、平成２４年８月３１日までの期間につき、

６８万円の避難慰謝料を認めるのが相当である。」

　（３）　原判決３７０頁５行目の「指定されていない上、世帯番号１」から８行目の「ま

た」までを「指定されていない。そして」に、３７０頁２１行目冒頭から３７１頁１９行目末

尾までを次のとおりにそれぞれ改める。

　「　エ　弁護士費用について

　本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、別紙３－１「損害認容額一覧表（世帯番号

１）」の各「１審原告番号」欄の「弁護士費用」欄に対応する「認容額」記載のとおり認める

のが相当である。

　オ　認容額合計について

　以上によれば、１審被告Ｙが世帯番号１の１審原告らに支払うべき金額は、別紙３－１「損

害認容額一覧表（世帯番号１）」の各「１審原告番号」欄の「合計」欄に対応する「認容額」

記載のとおりである。」

　４　１審原告番号３の損害論各論部分の補正

　（１）　原判決３７１頁２２行目の「甲二３－１、３－２、乙二共１０６の３」を「甲ニ３

－１、２、乙ニ共１３１、２７４、乙ニ３－１、２」に、２５行目の「１８」を「１９」に、
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３７２頁２行目の「同原告名義の建物」を「建物」に、３７６頁１８行目冒頭から３７７頁４

行目末尾までを次のとおりにそれぞれ改める。

　「　エ　１審原告番号３の自宅付近の放射線量

　１審原告番号３の本件事故当時の居住地は、本件発電所から直線距離で約４８kmの地点に位

置するところ、同居住地から近距離に位置するａｊ市ａｅ支所における空間線量率は、平成２

３年６月１９日時点で毎時０．１７～０．１８マイクロシーベルト（地上１ｍの高さ）であ

り、平成２４年８月２１日時点で毎時０．０９マイクロシーベルト（地上１ｍの高さ）であっ

た。

　オ　既払金

　１審被告Ｙは、これまでに、１審原告番号３に対し、本件事故による精神的損害の賠償とし

て、８万円（証拠（乙ニ３－１、２）によれば、１審被告Ｙがこれまでに本件事故の賠償金と

して１審原告番号３の世帯構成員全員に対し合計１３１万１９９０円を支払ったことを認める

ことができるが、そのうち、１審原告番号３の避難に伴う慰謝料として支払われたものが８万

円を超えることについては認めるに足りない。）を支払った。」

　（２）　原判決３７７頁６行目冒頭から３７８頁２０行目末尾までを次のとおり改める。

　「　ア　避難の合理性及び避難継続の合理性

　上記認定事実によれば、１審原告番号３は、本件事故後、放射線被ばくへの相当程度の恐怖

や不安を抱き、これによる健康被害を回避するために自主的避難等対象区域から同区域外に避

難したものと認められるから、その避難については合理性を認めることができる。そして、１

審原告番号３は、ａｊ市の自宅から避難し、以降岡山県や千葉県で生活していることから、平

成２３年１２月３１日までの間につき、避難継続の合理性を認めることができるが、旧居住地

付近の放射線量及びその推移、避難の経緯、避難前後の生活状況等に照らしても、同日を超え

る期間について避難継続の合理性を認めるほどの事情は見当たらない。

　イ　避難移動費

　１審原告番号３の主張する避難移動費の支出は、いずれも避難継続の合理性が認められる平

成２３年１２月３１日までの間以降に生じたものであり、本件事故と相当因果関係のある損害

とは認められない。

　ウ　家賃

　１審原告番号３の主張する家賃等の支出は、いずれも避難継続の合理性が認められる平成２

３年１２月３１日までの間以降に生じたものであり、本件事故と相当因果関係のある損害とは

認められない。

　エ　開業費用

　証拠（甲ニ３－８の１ないし９）及び弁論の全趣旨によれば、１審原告番号３は、平成２２

年５月頃から、研修を受け、エステサロン関連の商品を購入していたことが認められる。しか

しながら、１審原告３はその自宅においてエステサロンを開業する予定であったと主張する

が、その具体的な時期は明らかでなく、自宅で開業するのであれば自宅の改修や設備の購入が

必要になると考えられるところ、これらが行われた形跡もうかがえず、仮に１審原告番号３に

おいてエステサロン開業の計画があったとしても、少なくとも本件事故当時、当該計画は具体

性を有したものであったとはいい難い。したがって、１審原告番号３が主張する開業費用につ

いては、本件事故と相当因果関係のある損害と認められない。

　オ　引越費用

　１審原告番号３の主張する引越費用の支出は、いずれも避難継続の合理性が認められる平成

２３年１２月３１日までの間以降に生じたものであり、本件事故と相当因果関係のある損害と

認められない。」

　（３）　原判決３７９頁３行目冒頭から６行目末尾までを「上記認定事実等によれば、１審
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原告番号３については、平成２３年１２月３１日までの期間につき３０万円の避難慰謝料を認

めるのが相当である。」に、９行目の「指定されていない上、原告番号３」から１２行目の

「また」までを「指定されていない。そして」に、３７９頁２４行目冒頭から３８０頁１０行

目末尾までを次のとおりにそれぞれ改める。

　「　ケ　弁護士費用について

　本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、別紙３－３「損害認容額一覧表（世帯番号

３）」の「弁護士費用」欄に対応する「認容額」記載のとおり認めるのが相当である。

　コ　認容額合計について

　以上によれば、１審被告Ｙが１審原告番号３に支払うべき金額は、別紙３－３「損害認容額

一覧表（世帯番号３）」の「合計」欄に対応する「認容額」記載のとおりである。」

　５　世帯番号２の損害論各論部分の補正

　（１）　原判決３８１頁１７行目末尾の次に行を改めて「　（８）　ａａ市における避難者

は、平成２３年３月１５日時点で自主的避難者が３２３４人であり、人口比は１．１％であっ

た。他方、ａａ市の避難者受入数は、同日現在、３５０１人であった（乙ニ共４２、４３、丙

ニ共７２）。平成２３年３月１日時点のａａ市の１８歳未満の子どもの人口は４万８４４３人

であり、平成２４年４月１日時点の同子どもの避難者数は３１７４人（上記人口との対比６．

５％）であった（乙ニ共９２の１、乙ニ共９３）。」を加え、２１行目の「甲二２－１、乙二

共１０６の２」を「甲ニ２－１、乙ニ共２７７、乙ニ２－１」に改め、３８２頁１０行目冒頭

から１３行目末尾までを削り、１７行目の「原告ら」の次に「（ただし、１審原告番号２－３

を除く。以下同じ。）」を加え、３８４頁１１行目冒頭から１２行目末尾までを削り、３８５

頁１５行目冒頭から２３行目末尾までを次のとおり改める。

　「　エ　世帯番号２の１審原告らの自宅付近の放射線量

　世帯番号２の１審原告らの本件事故当時の居住地は、本件発電所から直線距離で約６３kmの

地点に位置するところ、同居住地に近いａａ市ａｂ支所における空間線量率（いずれも地上１

ｍの測定値）は、平成２３年５月時点で毎時２．５２～２．８７マイクロシーベルト、平成２

３年１２月時点で毎時０．３０～０．３６マイクロシーベルト、平成２４年８月時点で毎時

０．２６～０．２９マイクロシーベルトであった。

　オ　既払額

　１審被告Ｙは、これまでに、いずれも本件事故による精神的損害の賠償として、１審原告番

号２－１に対し８万円を、１審原告番号２－２に対し８万円を、１審原告番号２－４に対し４

８万円を、１審原告番号２－５に対し４８万円を各支払い、いずれも本件事故の財産的損害の

賠償として、１審原告番号２－１に対し４万円を、１審原告番号２－２に対し４万円を各支

払った。

　カ　１審原告番号２－３について

　１審原告番号２－３が、本件事故当時、ａａ市に居住していたことを認めるに足りる証拠は

ない。そして、同人が本件事故によってａａ市以外の当時の居住地から避難することを余儀な

くされた事実も認められない。したがって、同人の１審被告Ｙに対する予備的請求は理由がな

い。」

　（２）　原判決３８５頁２５行目冒頭から３８７頁２６行目末尾までを次のとおり改める。

　「　ア　避難の合理性及び避難継続の合理性

　上記認定事実によれば、１審原告番号２－３を除く世帯番号２の１審原告らは、本件事故

後、放射線被ばくへの相当程度の恐怖や不安を抱き、これによる健康被害を回避するために、

自主的避難等対象区域から同区域外に避難したものと認められるから、その避難については合

理性を認めることができる。そして、１審原告番号２－３を除く世帯番号２の１審原告らは、

現在まで千葉県内に避難し、旧居住地に帰還していないものであるところ、１審原告番号２－
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１及び同２－２については、平成２３年１２月３１日までの間につき、避難継続の合理性を認

めることができるが、本件事故当時の年齢、旧居住地付近の放射線量及びその推移、避難の経

緯、避難前後の生活状況等に照らしても、同日を超える期間について避難継続の合理性を認め

るほどの事情は見当たらない。１審原告番号２－４及び同２－５については、同日において１

８歳未満の子どもであったことを考慮すると、平成２４年８月３１日までの間につき、避難継

続の合理性を認めるのが相当である。

　イ　避難移動費

　１審原告番号２－１が主張する避難移動費については、１審原告番号２－１らは自家用車で

福島県から千葉県に避難し、その費用を１審原告番号２－１が負担したものと認められるが

（甲ニ２－１）、福島県から千葉県までの自家用車による標準的な交通費は１万８０００円と

認められること（乙ニ共２４０）に照らすと、１万８０００円の限度で本件事故と相当因果関

係のある損害と認めるのが相当である。

　ウ　家賃

　１審原告番号２－１が主張する家賃の支出については、避難の合理性が認められる平成２３

年１２月３１日までになされたものとは認められず、本件事故と相当因果関係のある損害とは

認められない。

　エ　生活費増加分

　証拠（甲ニ２－５）及び弁論の全趣旨によれば、１審原告番号２－１は、避難継続の合理性

が認められる平成２３年１２月３１日までに、埼玉県内及び千葉県内において、避難に伴い必

要となったカーテン等の日常生活用品を代金合計１万７６６７円で購入したことが認められ、

その代金相当額については本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

　その他の１審原告番号２－１が主張する生活費増加分の支出については、いずれも避難継続

の合理性が認められる平成２３年１２月３１日までになされたものとは認められず、本件事故

と相当因果関係のある損害とは認められない。

　オ　休業損害

　証拠（甲ニ２－７、１１、１審原告番号２－１本人（原審）、同（当審））及び弁論の全趣

旨によれば、１審原告番号２－２は、本件事故当時、有期派遣社員として就労していたこと、

平成２１年１２月に１７万３５７０円、平成２２年１月に１３万２５１５円、同年２月に６万

３５１０円の収入を得ていたこと、同年３月以降の収入状況は不明であること、平成２３年１

１月の避難後、１年間は無職であり、その後、月８万円程度の収入を得ていることが認められ

る。以上によれば、１審原告番号２－２は、本件事故がなければ、平成２３年１１月以降も少

なくとも月６万円の収入を得ることができたものと認められる。もっとも、避難後１年の間に

次の就職先が見つからなかったことが全て本件事故の影響によるものとは評価できず、避難後

６か月に限って休業損害を認めるのが相当である（なお、仮に平成２４年１月以降に旧居住地

に帰還したからといって直ちに就職できたものとは認められないから、平成２３年１２月まで

の２か月に限らないこととする。）。

　以上によれば、本件事故と相当因果関係のある１審原告番号２－２の休業損害は３６万円

（６万円×６か月）の限度で認められる。

　カ　避難慰謝料

　上記認定事実等によれば、１審原告番号２－１及び同２－２については、平成２３年１２月

３１日までの期間につき、３０万円の避難慰謝料を認めるのが相当である。１審原告番号２－

４及び同２－５については、いずれについても、同日において１８歳未満の子どもであったこ

とを考慮すると、平成２４年８月３１日までの期間につき、６８万円の避難慰謝料を認めるの

が相当である。」

　（３）　原判決３８８頁３行目の「指定されていない上、世帯番号２」から８行目の「ま
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た」までを「指定されていない。そして」に、１８行目冒頭から３８９頁４行目末尾までを次

のとおりにそれぞれ改める。

　「　ク　弁護士費用について

　本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、別紙３－２「損害認容額一覧表（世帯番号

２）」の各「１審原告番号」欄の「弁護士費用」欄に対応する「認容額」記載のとおり認める

のが相当である。

　ケ　認容額合計について

　以上によれば、１審被告Ｙが世帯番号２の１審原告らに支払うべき金額は、別紙３－２「損

害認容額一覧表（世帯番号２）」の各「１審原告番号」欄の「合計」欄に対応する「認容額」

記載のとおりである。」

　６　１審原告番号４の損害論各論部分の補正

　（１）　原判決３８９頁７行目の「甲二４－１、乙二共１０６の４」を「甲ニ４－１、乙ニ

共２７７、乙ニ４－１」に、３９２頁２６行目冒頭から３９３頁８行目末尾までを次のとおり

にそれぞれ改める。

　「　エ　１審原告番号４の自宅付近の放射線量

　１審原告番号４の本件事故当時の居住地は、本件発電所から直線距離で約６１kmの地点に位

置していたところ、同居住地に近いａａ市役所本庁における空間線量率は、平成２３年５月時

点で毎時１．３９～１．７５マイクロシーベルト、平成２３年１２月時点で毎時１．１３～

１．２７マイクロシーベルトであった。

　オ　既払金

　１審被告Ｙは、これまでに、１審原告番号４に対し、本件事故による精神的損害の賠償とし

て、８万円を支払い、世帯番号４の世帯構成員に対し、本件事故による財産的損害の賠償とし

て、合計２８万円を支払った。」

　（２）　原判決３９３頁１０行目冒頭から３９４頁２６行目末尾までを次のとおり改める。

　「　ア　避難の合理性及び避難継続の合理性

　上記認定事実によれば、１審原告番号４は、本件事故後、放射線被ばくへの相当程度の恐怖

や不安を抱き、これによる健康被害を回避するために自主的避難等対象区域から同区域外に避

難したものと認められるから、その避難については合理性を認めることができる。そして、１

審原告番号４は、現在まで千葉県内に避難し、旧居住地に帰還していないものであるところ、

平成２３年１２月３１日までの間につき、避難継続の合理性を認めることができるが、本件事

故当時の年齢、旧居住地付近の放射線量及びその推移、避難の経緯、避難前後の生活状況等に

照らしても、同日を超える期間について避難継続の合理性を認めるほどの事情は見当たらな

い。

　イ　避難移動費

　証拠（甲ニ４－１、１審原告番号４本人）及び弁論の全趣旨によれば、１審原告番号４は、

平成２３年５月の避難後、その仕事の都合から、少なくとも月１回程度は避難先と避難元を自

動車で往復していたものと認められる。福島県から千葉県までの自家用車による標準的な交通

費は１万８０００円と認められること（乙ニ共２４０）に照らすと、避難の合理性が認められ

る平成２３年１２月３１日までの間に係る２８万８０００円（１万８０００円×２回（往復）

×８か月）の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

　ウ　家賃

　証拠（甲ニ４－１、乙ニ４－２）及び弁論の全趣旨によれば、１審原告番号４は、ａｃ市へ

避難後、平成２３年５月２８日から同年６月２７日頃まで月額賃料３万８０００円の民間ア

パートに居住し、同日以降平成２７年３月まで無償で１審被告Ｙの社宅に居住したことが認め

られる。以上に加えて、避難継続の合理性については平成２３年１２月３１日までの間に限り
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認められることに照らすと、１審原告番号４が主張する家賃支払については、１か月分の３万

８０００円に限り、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

　エ　家財道具

　証拠（１審原告番号４本人）及び弁論の全趣旨によれば、１審原告番号４は、避難後、１審

被告Ｙの社宅において、エアコン（代金８万円）、扇風機（代金１万円）及びテーブル（代金

４０００円）を購入した事実が認められ、これらの品目や金額に照らすと、合計９万４０００

円の上記支出は本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

　オ　生活費増加分

　１審原告番号４が生活費増加分として主張する避難前住居の平成２３年５月以降の月額３０

００円の光熱費の支出については、本件事故と相当因果関係のある損害と認められない。

　カ　避難慰謝料

　上記認定事実等によれば、１審原告番号４については、平成２３年１２月３１日までの期間

につき、３０万円の避難慰謝料を認めるのが相当である。」

　（３）　原判決３９５頁３行目の「指定されていない上、」から６行目の「また」までを

「指定されていない。そして」に、１８行目冒頭から３９６頁４行目末尾までを次のとおりに

それぞれ改める。

　「　ク　弁護士費用について

　本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、別紙３－４「損害認容額一覧表（世帯番号

４）」の「弁護士費用」欄に対応する「認容額」記載のとおり認めるのが相当である。

　ケ　認容額合計について

　以上によれば、１審被告Ｙが１審原告番号４に支払うべき金額は、別紙３－４「損害認容額

一覧表（世帯番号４）」の「合計」欄に対応する「認容額」記載のとおりである。なお、１審

原告番号４の避難移動費、家賃、家財道具に係る財産的損害の請求については、実質的には世

帯番号４の１審原告番号４以外の世帯構成員に発生した損害分についても併せて請求している

ものと考えられるから、世帯構成員に財産的損害の賠償として支払われた既払金合計２８万円

全額をその請求に係る賠償金の弁済に充当するのが相当である。」

　７　世帯番号６の損害論各論部分等の補正

　（１）　原判決３９６頁７行目の「甲二６－１、乙二共１０６の６」を「甲ニ６－１、乙ニ

共２７７、乙ニ６－１」に、３９９頁２６行目冒頭から４００頁９行目末尾までを次のとおり

にそれぞれ改める。

　「　エ　世帯番号６の１審原告らの自宅付近の放射線量

　世帯番号６の１審原告らの本件事故当時の居住地は、本件発電所から直線距離で約６３．１

kmの地点に位置しており、同居住地に近いａａ市ａｄ支所における空間線量率は、平成２３年

５月時点で毎時１．２２～１．３９マイクロシーベルト、平成２３年１２月時点で毎時１．０

０～１．０９マイクロシーベルト、平成２４年８月時点で毎時０．５５～０．６７マイクロ

シーベルトであった。

　オ　既払金

　１審被告Ｙは、これまでに、いずれも本件事故による精神的損害の賠償として、１審原告番

号６－１に対し８万円を、１審原告番号６－３に対し４８万円を、１審原告番号６－４に対し

４８万円を各支払った。」

　（２）　原判決４００頁１１行目冒頭から４０１頁９行目末尾までを次のとおり改める。

　「　ア　避難の合理性及び避難継続の合理性

　上記認定事実によれば、世帯番号６の１審原告らは、平成２３年３月２０日頃、避難を開始

してａｃ市に避難した後、平成２３年４月６日にａａ市内の自宅に戻り、平成２４年６月２７

日に再度、ａｃ市内に避難したものであるところ、最初の避難については、本件事故後、放射
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線被ばくへの相当程度の恐怖や不安を抱き、これによる健康被害を回避するために自主的避難

等対象区域から同区域外に避難したものと認められるから、避難及びその継続について合理性

を認めることができる。もっとも、本件事故当時の年齢、旧居住地付近の放射線量及びその推

移、避難の経緯等を踏まえても、１審原告番号６－１については、平成２３年１２月３１日以

降になされた２回目の避難について、避難及び避難継続の合理性を認めることはできない。１

審原告番号６－３及び同６－４については、同日において１８歳未満の子どもであったことを

考慮すると、２回目の避難についても避難の合理性が認められ、平成２４年８月３１日までの

間につき避難継続の合理性を認めることができる。」

　（３）　原判決４０１頁１７行目冒頭から２２行目末尾までを次のとおり改める。

　「　ウ　避難慰謝料

　上記認定事実等によれば、１審原告番号６－１については、平成２３年１２月３１日までの

期間、３０万円の避難慰謝料（旧居住地に滞在していた間における、放射線被ばくへの恐怖や

不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害さ

れたために生じた精神的苦痛に対する賠償を含む。）を認めるのが相当である。１審原告番号

６－３及び同６－４については、いずれについても、同日において１８歳未満の子どもであっ

たことを考慮すると、平成２４年８月３１日までの期間、６８万円の避難慰謝料（上記と同

様）を認めるのが相当である。」

　（４）　原判決４０１頁２５行目の「指定されていない上、」から４０２頁３行目の「ま

た」までを「指定されていない。そして」に、１５行目冒頭から４０３頁１行目末尾までを次

のとおりにそれぞれ改める。

　「　オ　弁護士費用について

　本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、別紙３－６「損害認容額一覧表（世帯番号

６）」の各「１審原告番号」欄の「弁護士費用」欄に対応する「認容額」記載のとおり認める

のが相当である。

　カ　認容額合計について

　以上によれば、１審被告Ｙが世帯番号６の１審原告らに支払うべき金額は、別紙３－６「損

害認容額一覧表（世帯番号６）」の各「１審原告番号」欄の「合計」欄に対応する「認容額」

記載のとおりである。

第４節　小括

　以上によれば、１審原告らは、１審被告Ｙに対し、原賠法３条１項に基づく損害賠償金とし

て別紙２「認容額等一覧表」の各人に対応する「認容額」欄の金員及びこれに対する本件事故

発生の日である平成２３年３月１１日以降の遅延損害金の支払を求めることができる。」

第４　結論

　以上のとおりであるから、１審原告ら（１審原告番号３及び同４を除く。）の１審被告国に

対する請求及び１審原告ら（１審原告番号４を除く。）の１審被告Ｙに対する主位的請求はい

ずれも理由がなく、１審原告らの１審被告Ｙに対する予備的請求は、上記第３判示の限度で理

由があるところ、原判決は、これらと異なる部分があるから、１審原告ら（１審原告番号３及

び同４を除く。）の１審被告国に対する控訴については、これらを棄却し、１審原告ら（１審

原告番号４を除く。）の１審被告Ｙに対する控訴若しくは附帯控訴又は１審被告Ｙの控訴につ

いては、一部を棄却し、又は、一部を認容して原判決を取り消し又は変更する。仮執行免脱宣

言については、相当でないから付さない。

　よって、主文のとおり判決する。

第１６民事部

　（裁判長裁判官　土田昭彦　裁判官　大寄久　裁判官　園部直子）

（別紙１）当事者目録１（省略）
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当事者目録２

東京都（以下略）

　　被控訴人兼控訴人兼附帯被控訴人　Ｙ株式会社

　　（以下「１審被告Ｙ」という。）

　　同代表者代表執行役　Ｂ

当事者目録３

　　被控訴人　国

　　（以下「１審被告国」という。）

　　同代表者法務大臣　Ｃ

当事者目録４

１　１審原告ら関係

　（１）　１審原告ら訴訟代理人弁護士

　　滝沢信　伊藤義文　廣瀨理夫　樋口貴之　伊東達也　及川智志　渡邉寛之　高綱剛　伊藤

さやか　三宅貞信　福原剛　渡邉秀孝　守川幸男　井出達希　大杉洋平　神定大　常岡久寿

雄　陶山嘉代　吉田貴行　東耕三　安藤なつき　森岡信夫　藤井一　兒島英樹　村上典子　濟

木昭宏　野口泰三　原崇人　島田亮　筒井剛　永田豊　内藤潤　清水佐和　釼宮子　佐藤栄

治　鈴木勝之　高山聡宏　中村治聖　越川新太郎　岩井浩志　森本亨　宗みなえ　中川裕一

郎　守屋智章　大島一　高島圭介　城戸盾暁　舩澤弘行　近藤裕香　宮西宏和　國松里美　足

立啓輔　田村陽平　芳野靖規　中島順隆　本間隆一　長谷川康博　朝倉賢大　藤井真沙美

　（２）　１審原告番号２－５、同５－３及び同５－４訴訟代理人兼１審原告ら（１審原告番

号２－５、同５－３及び同５－４を除く。）訴訟復代理人弁護士

　　中間一裕

２　１審被告Ｙ関係

　（１）　１審被告Ｙ訴訟代理人弁護士

　　南敏文　棚村友博　奥原靖裕　伊藤彩華

　（２）　１審被告Ｙ訴訟復代理人弁護士

　　中嶋乃扶子

３　１審被告国指定代理人（省略）

別紙２　認容額等一覧表（省略）

別紙３－１　損害認容額一覧表（世帯番号１）（省略）

別紙３－２　損害認容額一覧表（世帯番号２）（省略）

別紙３－３　損害認容額一覧表（世帯番号３）（省略）

別紙３－４　損害認容額一覧表（世帯番号４）（省略）

別紙３－５　損害認容額一覧表（世帯番号５）（省略）

別紙３－６　損害認容額一覧表（世帯番号６）（省略）
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